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＜＜＜ 今週の目次 ＞＞＞ 

【１】注目のニュース 

【２】新着セミナー・イベントのご案内 

【３】株式市場 

【４】先物・オプション市場 

【５】日本取引所グループの IR情報 

【６】その他 

      ※本号では、証券取引等監視委員会からの寄稿を掲載しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※ 以下については、証券取引等監視委員会のウェブサイト掲載にあたり、上記 

目次【６】その他 ◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.214 を抜粋しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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【６】その他 
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◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.214 

 

最近の開示検査に基づく勧告について  

 

・株式会社 RS Technologies における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧

告について 

 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、株式会社 RS Technologies（以

下「当社」といいます。）における有価証券報告書等の虚偽記載について検査を行った結果、

下記のとおり、有価証券報告書等に重要な虚偽記載が認められたことから、平成 31 年 3 月

29日に内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。 

 

【事案の概要】 

 

当社は、多結晶ダイヤモンドパウダー（以下「ダイヤモンドパウダー」といいます。）の架空

取引により、売上の過大計上及び貸倒引当金の不計上といった不適正な会計処理を行いまし

た。 



 

これらにより、当社は、過大な当期純利益等を計上した連結財務諸表を記載した有価証券報

告書等を提出しました。 

 

【不適正な会計処理の概要】 

 

当社が行った不適正な会計処理の概要は下記(1)及び(2)のとおりです。 

 

(1) 売上の過大計上（架空取引による架空売上の計上） 

 

当社は、既存の取引先である B 社の代表取締役からの要請を受け、次のア～エの取引を行っ

たとして、売上を計上していました。なお、当社は、B社が当該ダイヤモンドパウダーを A社

から仕入れることになっていること（下記アの取引）や A社及び C 社の代表取締役が同一の

者であることは認識していませんでした。 

 

ア. A社は仕入れたダイヤモンドパウダーを B社に販売し、 

イ. B社は当該ダイヤモンドパウダーを当社に販売し、 

ウ. 当社は当該ダイヤモンドパウダーを C社に販売し、 

エ. C社は当該ダイヤモンドパウダーをエンドユーザーに販売する。 

 

証券監視委の検査の結果、上記ア～エの取引が行われた事実は存在せず、その一方で、C 社

から当社、当社から B 社、B 社から A 社及び A 社から C 社への資金の移動の事実が認められ

たことから、これらの取引は架空取引（資金循環取引）であると考えられます。 

 

当社は、上記の架空取引に基づく架空売上を計上することにより、売上の過大計上を行いま

した。 

 

(2) 貸倒引当金の不計上 

 

上記(1)の架空取引（資金循環取引）において、当社には、 

 

[1]  当社から C社への架空販売（(1)のウの取引）によって、当社が C社から受け取るとさ

れた代金相当額の債権 

 

[2]  B社から当社への架空販売（(1)のイの取引）によって、当社が B社に支払うとされた

代金相当額の債務 

 



がそれぞれ発生していました。 

 

[2]の債務については各月毎に当社が B 社に支払っていましたが、[1]の債権については数ヶ

月後に C 社から当社への支払いが行われていました。従って、特に、本件架空取引が開始さ

れた当初は、当社においては、資金循環取引によって当社が受取った額よりも支払った額の

方が多く、未収入金（当社が支払った額から受取った額を差し引いた額）が存在していまし

た。 

 

当社としては、資金循環取引の中で、当該未収入金を解消するためには、上記[1]の債権分と

して C 社から資金を回収することになりますが、C 社の財務状況からはそもそも回収が見込

めない状況下において、C社は本件架空取引の中で循環されていた資金（当社→B社→A社→

C 社の流れによる還流資金）を当社への支払いに充てていたこと等を踏まえれば、当該資金

の回収（未収入金の解消）ができなくなる危険性があったと考えられます。 

 

従って、当社は、当該未収入金に係る貸倒引当金を計上すべきであったと考えられますが、

計上していませんした。 

 

【不適正な会計処理が行われた原因・背景等】 

 

証券監視委の検査の結果、本件の不適正な会計処理の主な原因・背景として、下記の 2 点が

考えられます。 

 

・当社は、B 社の代表取締役から持ちかけられた本件取引について、取引の実在性に疑念を

抱かず、取引の証憑類等の確認などを怠っていました。 

 

・当社は、内部監査の責任者を本件取引の担当者に兼務させるなど、内部統制を有効に機能

させるという意識が欠如しており、取引の管理体制が脆弱でした。 

 

証券監視委は、開示規制違反に対して、引き続き厳正に対処していきます。 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

■証券取引等監視委員会ウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm 

 

■証券取引等監視委員会 Twitter 

https://twitter.com/SESC_JAPAN 

https://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://twitter.com/SESC_JAPAN


 

■市場へのメッセージ 

https://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm 

https://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm

